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衆
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議
員
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井
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則
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出
生
活
保
護
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
生
活
保
護
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
上
、
保
険
料
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
滞
納
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
っ
て
も
、
市
町
村
の

裁
量
に
よ
り
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋

ね
の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
さ
れ
た
総
世
帯
数
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日

現
在
で
約
三
十
四
万
世
帯
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
割
合
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
の
世
帯
に
対
す
る
保
険
料
軽
減
制
度
を
前
提
と
し
て
、
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
り
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
に

対
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
世
帯
の
所
得
の
多
寡
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
は

一



考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
生
活
保
護
受
給
者
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
延
べ

九
千
百
二
十
九
人
で
あ
る
。
ま
た
、
同
事
業
に
要
し
た
経
費
は
同
年
度
に
お
い
て
約
九
億
五
百
万
円
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
就
職
し
た
生
活
保
護
受
給
者
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お

い
て
延
べ
五
千
五
百
三
十
五
人
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
生
活
保
護
を
廃
止
さ
れ
た
者
の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な

い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
正
規
雇
用
さ
れ
た
者
の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
「
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
支
援
事
業
」
に
よ

る
支
援
を
受
け
て
就
職
し
た
生
活
保
護
受
給
者
の
う
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
者
以
外
の
雇
用
者
の

数
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
延
べ
二
千
三
百
八
人
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
最
低
生
活
費
を
上
回
る
収
入
を
得
た
者

の
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二



七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
生
活
保
護
受
給
者
が
就
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
最
低
生
活
費
を
下
回
る
収
入
し
か

得
ら
れ
な
い
と
き
に
、
当
該
就
職
の
事
実
の
み
を
も
っ
て
、
生
活
保
護
を
廃
止
す
る
取
扱
い
と
は
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

三


